
村有土地返還の流れ

※建物や土地の状況により、空き家バンク登録ができないこともあります。その場合は、更地にし
　て返還していただくことになります。
※使用料および税等に未納がある場合、空き家バンク登録はできません。ただし、建物の売却費に
　よって一括納付される場合は登録可能です。
※空き家バンク登録を行っても、建物の売買が成立するまでは使用料が発生します。
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